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１. 水道事業の概要 

１).給水人口及び給水量 

 まず、行政区域内人口の過去 10 ヶ年（平成 18～27 年度）の推移をみると年平均で 220

人程度減少し、平成 27 年度において 18,295 人となっています。また、給水区域内人口に

ついても同様で年平均で 160 人減少し、16,289 人となっています。ただし、給水人口につ

いては、給水普及率が10ヶ年で2.1%アップしたこともあって平均減少数は80人と小さく、

平成 27 年度において 12,574 人となっています。 

一方、給水量の推移をみると原単位（一人一日当りの使用水量）は過去 10ヶ年で 3.8 ? /

人・日伸びていますが、給水人口の減少傾向の影響もあって有収水量は概ね一定で、平成

27 年度において 3,448m3/日となっています。また、一日平均給水量は有収率のアップ等の

影響により減少傾向となって 4,021 m3/日となっています。なお、一日最大給水量は平成 24

年度までは減少傾向にありましたが、直近 3 ヶ年については、気象等の影響によって増加

傾向に転じて、5,571 m3/日となっています。 

ここで、平成 27 年度末に認可を得た「統合変更事業」の計画値（目標年度：平成 37 年

度）を整理しておくと、下記の通りであります。 

・計画給水人口      14,900 人 

・計画給水量       6,420 m3/日 

図－1.1 給水人口等の実績 
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図－1.2 給水量等の実績 

２). 水道施設 

水道施設の概要フロ－は、図－1.3 に示す通りであります。 

すなわち、平成 28年度に築城地区簡易水道、築城中部簡易水道及び伝法寺飲料水供給施

設を上水道に統合したことにより、19 箇所の水源（表流水 1 箇所、浅井戸 2 箇所、深井戸

14 箇所、受水 2 箇所）を基に 8 箇所の浄水場で浄水し、8 箇所の配水池から給水区域一円

に安定給水を行う施設形態となりました。 

また、目標年度におけるそれぞれの計画値（合計値）は下記の通りであります。 

○ 水源能力 → 7,262 m3/日（受水の増量分 1,110 m3/日を含む。） 

○ 浄水場の施設能力 → 4,691 m3/日  

○ 配水池容量 → 3,418 m3

   （計画給水量に対して 12.7 時間分の容量を全体として確保。） 

なお、平成 27年度末における管路の総延長は 157,894 m で、その内訳は下記のとおりで

あります。 

 ○ 導水管路  →  5,874 m 

 ○ 送水管路  →  9,866 m 

 ○ 配水管路  → 142,154 m 
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３). 水道料金 

現行の水道料金は、簡易水道を水道事業との統合に向けて平成 25 年度末に制定されたも

ので、平成 26 年 4 月から施行され段階的に料金を引き上げていき、平成 28 年 5 月に統一

するように規定されて現在に至っています。 

この現行の水道料金体系は、総括原価方式をもととしており、表－1.1 に示すように用途

別に基本水量・基本料金及び超過料金を設定しておりますが、逓増性は採用しておりませ

ん。また、基本料金も超過料金も公平性を保つために、用途に差を設けずに一律としてお

ります。 

表－1.1 水道料金 

（平成 26 年 4 月 1 日 施行）

４). 組織 

本事業の組織体制は、下記に示すように 1 課 1 係で構成しており、職員数は表-1.2 に示

すように 5名（水道事業管理者は含まない。）であります。 

組織図（平成 28年 4月 1 日現在） 

料率 超過料金

用途 水量 料金 （1立方メ－トルにつき）

家庭用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

団体用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

営業用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

工場用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

自衛隊用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

臨時用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

消火栓用

共用 10立方メ－トル 2,100円 230円　

基本料金（1月につき）

1栓1回15分以内（演習用）　　4,000円

種別

専用

水道事業管理者 (町長） 上水道課 上水道係
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    表－1.2 職種別職員数 

                           （単位：人） 

５). 経営 

収益的収支については、過去 5ヶ年とも黒字で推移しており、平成 27 年度においても事

業収入 256,395（千円）に対して、事業の支出は 191,456（千円）のため、純損益は 64,939

（千円）となっています。 

ただし、水道事業の創設から拡張事業の投資により累積欠損金が発生していましたが、

料金改定等の経営の健全化に取り組み平成 26 年度に解消しております。 

         表－1.3 収益的収支（直近 5ヶ年） 

（単位：千円）

資本的収支についてみると、過去５ヶ年いずれも不足が生じていることから、各年度と

も不足に対して補填を行っています。平成 27年度では資本的支出 91,841（千円）に対して、

資本的収入が 0 （千円）であることから、不足分 91,841（千円）に対して消費税及び地方

消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金にて補填を行っています。 

職種 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 計

事務吏員 1 1 2 0 1 5

技術吏員

計 1 1 2 0 1 5

項目 H23 H24 H25 H26 H27

収益的収入 231,607 231,405 231,121 262,874 256,395

収益的支出 206,600 194,057 202,367 193,164 191,456

純損益 25,007 37,348 28,754 69,710 64,939
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表－1.4 資本的収支（直近 5ヶ年） 

                          （単位：千円）

         図－1.4 収益的収支（直近 5ヶ年） 

図－1.5 資本的収支（直近 5ヶ年） 

項目 H23 H24 H25 H26 H27

資本的収入 14,458 14,651 2,966 2,925 0

資本的支出 105,460 94,688 90,170 89,675 91,841

不足額 △ 91,002 △ 80,037 △ 87,204 △ 86,750 △ 91,841
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２. 将来の事業環境 

１) .水需要予測

(1) .予測の方法

 水需要予測については、本事業が平成 27年度末に認可を得た「築上町水道事業統合変更

事業」において実施している水需要予測（平成 25 年度までのデ－タを使用）の「予測方法」

を基とし、平成 26、27 年度デ－タを加えて下記のいずれかの方法（①を基本として補正）

で修正を行っています。 

① 新たに得られた平成 27年度デ－タで下記に示す様に認可の予測値を補正。 

（予測値）＝［予測値（認可）］＋［（平成 27 実績値）－（平成 27 推計値）］  

② 新たに得られた平成 27年度までのデ－タを用いて、認可と同様の方法で予測。 

③ 平成 26、27 年度デ－タを追加したことにより、過去の傾向が変化したこと等に対

して予測方法を変更。 

(2) .給水人口等の予測 

まず、行政区域内人口の予測については、「コ－ホ－ト要因法」を適用して行っていまし

たが、今回は①の方法で補正し、平成 27 年度 18,295 人が平成 37 年度において 16,137 人

となっています。 

つぎに、給水区域内人口の予測については、②の方法で、各区域の平成 27年度実績人

口を用いて全体に占める比率を算出し、その比率を用いて下記の式より算定しています。

（水道事業ごと）  

(給水区域内人口）＝(比率）×(行政区域内人口）   

それぞれ予測した結果を集計すると給水区域内人口については、平成 27 年度 16,289 人

が平成 37年度において 14,811 人となっています。 

そして、給水人口の予測については、③の方法（給水普及率の設定方法の変更）で、下

記の式より算定しております。（水道事業ごと）  

(給水人口）＝(給水区域内人口）×（給水普及率） 

(給水普及率）＝（H27 給水普及率)＋（年平均増加数）×(年度－27） 

それぞれ予測した結果を集計すると給水人口については、平成 27 年度 12,574 人が平成

37 年度において 11,848 人となっています。 
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図－2.1  給水人口等の予測値 

 (3). 給水量の予測 

まず、上水道における給水量の予測については、(1). で述べた 3つの方法のいずれかで

同様に行っています。 

ア.用途別有収水量 

(ア).生活用水量  

（生活用水量）＝(生活用原単位）×（給水人口）  

ここで、生活用原単位については、時系列傾向曲線（トレンド式）にて予測を行ってい 

ますが、①の方法で調整を行っています。

(イ).業務・営業用水量 

業務・営業用水量については、②の方法で、同様に実績最大値をもとに将来値を設定し

ています。

(ウ).その他用水量         

その他用水量については、②の方法で、同様に実績平均値をもとに将来値を設定してい 

ます。
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(エ).有収水量

前項までにおいて予測した用途別有収水量を、下記に示す様に集計して有収水量を算定 

しています。 

(有収水量）＝(生活用水量）＋(業務・営業用水量）＋(その他用水量） 

イ. 一日平均給水量  

一日平均給水量については、③の方法（有効率の設定方法の変更）で下記の式より算定

しております。 

(一日平均給水量）＝（有収水量）÷（有収率）

（有収率）＝（有効率）－（有効無収率）   

ここで、有効率については「水道ビジョン」を基に目標値を設定し、有効無収率は実 

績平均値を基に設定しています。                

ウ.一日最大給水量

一日最大給水量については、②の方法で、下記の式より算定しています。 

（一日最大給水量）＝（一日平均給水量）÷（負荷率）   

ここで、負荷率については、実績最小値を基に設定しております。 

つぎに、簡易水道については、用途別水量が得られないので、有収水量を下記に示す様 

に一括して予測を行っています。また、それ以降の予測手順は上水道と同様であります。 

（有収水量）＝（有収水量原単位）×（給水人口）   

ここで、有収水量原単位についてはトレンド式にて予測を行っていますが、①の方法 

で調整を行っています。

それぞれ予測した結果を集計すると、有収水量は平成 27 年度 3,448 m3/日であったもの 

が平成 37年度において 3,624 m3/日と若干の増加傾向となっています。これは、給水人口 

は減少して行きますが、原単位の増加と給水区域の拡張による水量増の影響と思われます。 

また、一日平均給水量については、平成 27年度 4,021 m3/日であったものが、翌年度か 

ら若干増加するものの平成 33年度以降減少に転じて、平成 37 年度は 4,049 m3/日となって
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大きな変動はありません。これは、有収水量は増加していくものの有収率もアップしてい

くので、相殺されているものと考えられます。 

なお、一日最大給水量については平成 27 年度 5,571 m3/日であったものが、平成 37年度 

において 5,805 m3/日と増加しております。これは新たに採用した負荷率の影響によるもの

と考えられます。 

図－2.2  給水量の予測値 
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２). 水需給の見通し 

 １).で整理した水需要予測結果と供給量（水源）を対比させた水需給の見通しは、図－

2.3 に示す通りであります。また、表―2.1に水需給の内訳を示しておきます。 

これによると、本事業の水需給の見通しは、下記の通りです。 

○ 上水道地区については、すべての年度において水源に余裕があります。 

○ 築城地区については、平成 30 年度までは不足しますが、受水量が増加する平成 31年

度以降は、若干の余裕が生じてきます。 

○ 築城中部地区については、いずれの年度においても供給不足が発生しています。 

○ 全体でみると、いずれの年度においても供給量が需要量を上回っております。 

以上のことから、広域水道（京築地区水道用水供給事業）からの受水量が増加する平成

31 年度以降については、適切な配水ブロックの設定、配水池間の水融通を行うことにより、

水源不足の問題は解消することになります。 

図－2.3  水需給の見通し
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３). 料金収入の見通し 

料金収入(給水収益）については、下記の式より算定しています。このため、有収水量が

微増の傾向にあることから、料金収入についても同様の傾向となります。 

 (給水収益）＝（H27 実績平均供給単価）×（年間有収水量） 

今回の財政計算においては、平成 31 年度から毎年純損益が赤字となり、計画期間におい 

て収支ギャップが生じています。 

この解消策としては、下記の 3案が考えられますが、収支の均衡については一般会計か

らの補助金の補填による対応を考えております。 

① 投資の合理化・経常費用の見直し 

② 一般会計補助の導入 

③ 料金改定  

今回は、料金を据え置いていますので、給水収益は表－2.2に示す通りとなります。 

表－2.2 給水収益の予測値 

供給単価 有収水量　 給水収益

（円/m
3
） 　（m

3
/年）   (千円）

H27 245.5 908,335 222,976

H28 245.5 1,312,748 318,000

H29 245.5 1,297,940 318,644

H30 245.5 1,296,845 318,375

H31 245.5 1,311,744 322,033

H32 245.5 1,312,175 322,139

H33 245.5 1,314,730 322,766

H34 245.5 1,317,650 323,483

H35 245.5 1,323,456 324,908

H36 245.5 1,321,665 324,469

H37 245.5 1,322,760 324,738

年度
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４). 施設の見通し 

ここでは、現有施設の老朽化の見通しと、２). で述べた「水需給の見通し」からみた施

設の整備方策について述べます。 

 (1).施設の老朽度 

現有施設（資産）の更新を全く行わなかった場合を想定し、現有施設の健全度が平成 37

年度までにどのように低下していくのかを、表－2.3 に示す基準に基づいて構造物・設備

等（配水管路以外）と配水管路に区分して評価を行いました。 

表－2.3(1)  配水管路以外の健全度の区分 

表－2.3(2) 配水管路の健全度の区分 

上述した基準によると、施設の健全度の平成 37 年度までの見通し（５年単位）は下記の

様になります。 

① 配水管路以外の施設

現時点(平成 28 年度）における施設全体の資産の内、健全資産は 87.6％（2,325,743 千

円）、経年化資産は 7.4％（197,531 千円）、老朽化資産は 5.0％（132,537 千円）でありま

す。 

将来的にまったく更新を行わない場合には、健全資産は 80％（2,112,588 千円）となり、

経年化資産は 8％（212,748 千円）及び老朽化資産は 12％(330,475 千円）となります。 

このため、平成 37年度までに更新の対象となる資産は、20％となります。 

区分 算定方式

健全資産 経過年数が法定耐用年数以内の資産額

経年化資産 経過年数が法定耐用年数の1.0～1.5倍の資産額

老朽化資産 経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた資産額

区分 算定方式

健全管路 経過年数が法定耐用年数以内の管路延長

経年化管路 経過年数が法定耐用年数の1.0～1.5倍の管路延長

老朽化管路 経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた管理延長
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 図－2.4  資産の健全度（配水管路以外） 

② 配水管路 

現時点(平成28年度）における配水管路全体（135,135ｍ）の内、健全管路は95,6％（129,229

ｍ）、経年化管路は 4.4％（5,906ｍ）、老朽化管路は 0.0％（0ｍ）であります。 

将来的にまったく更新を行わない場合には、健全管路は 87％（117,410ｍ）となり、経年

化管路が全体の 11％（14,736ｍ）で、残りが老朽化管路で 2％(2,989ｍ）となります。 

このため、平成 37年度までに更新の対象となる配水管路は、13％となります。 

 図－2.5  資産の健全度（配水管路） 
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以上のことより、施設の老朽化の進行が顕著となるのは、平成 37 年度以降と想定される

ことから、現時点から計画的に施設の更新に取り掛かることが重要と思われます。 

(2).施設の整備方策 

２).「 水需給の見通し」で述べたように、築城中部地区の水源が毎年不足することから、

築城地区から送水するための施設整備（第 4 浄水場関連施設の整備）を「統合変更事業」

にて実施する計画となっております。 

 また、用水供給事業からの受水量が増加する平成 31年度以降については、供給量に余裕

が生じることから、将来的には水質の悪い宇留津水源の休止が可能となります。このため、

早い段階から徐々にこの水源を切り替えていくことが望ましいことから、「統合変更事業」

の中で宇留津配水系に他水系からの配水が可能な連絡管の整備を計画しております。 

５). 組織の見通し 

組織については、現時点では変更の予定はありませんが、新庁舎建設の協議が新年度よ

り行われる予定であり、これに伴い下水道課と一体化する案が具現化すれば、組織の改変

の協議が開始されるものと思われます。
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３. 経営の基本方針 

本事業の経営の基本方針は下記に示す通りであります。

まず、本事業の目的は、現状の課題及び将来の事業環境に対応しながら、持続可能で安

定した安心できる水道サ－ビスを住民に提供していくことであります。

このため、本事業の「基本理念」は、下記に示す通りとし、「築上町水道ビジョン」に掲

げている「安心」、「安定」、「持続」、「環境」を主要課題と位置づけ、長期的な視点に立っ

て、水道事業を経営していく方針であります。

次世代へ安心と安定を築き上げる水道

ここで、「築上町水道ビジョン」に掲示している主要課題の実施目標を以下に示しておき

ます。

（1） 安心 ： 安心しておいしく飲める水道水の供給を目指して、水質管理の強化に努    

めます。

  ・水道水源の水質保全対策

  ・水源から給水までの水質管理水準の向上

  ・未規制施設等の小規模施設への関与

  ・適正な浄水方法の構築

（2） 安定 ： いつでもどこでも安定的に生活用水を確保するため、計画的な施設整備

を行い、災害に強い水道の構築に努めます。

・水道施設の計画的な更新・整備

・災害対策の強化

・基幹的な水道施設の耐震化

・危機管理マニュアルなどの策定

（3） 持続 ： 持続可能な水道を目指して運営基盤の強化と給水サ－ビスの充実に努め

ます。
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・合理的な事業運営の構築

・適正な水道料金の設定

・健全な財務体質の確保

・人材の育成と技術力の向上

・町民ニ－ズの把握と情報公開

（4） 環境 ： 環境保全のため、施設の運用の効率化と省エネルギ－対策を推進いたし

ます。

・環境保全と負荷の低減

  以上のことから、今回の「経営戦略」は、中長期の視点に立って 30 年先までの「更新

需要」を見通した上で、現在推進している「統合変更事業」をベ－スとして、「施設更新事

業」を加えて、直近 10ヶ年の「財政計画」を立案するものであります。 

 すなわち、今回の「経営戦略」の計画期間は、平成 28 年度から平成 37年度までの 10ヶ

年とし、今後は経営状況、社会情勢の変化等に対応するため、随時フォロ－アップを実施

し、必要に応じて計画の見直しを行うことといたします。 
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４. 投資・財政計画 

１).計算条件 

財政計算を行うに当たっての計算条件は、下記の通りであります。 

① 計算期間は、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 ヶ年とします。 

② 今回の財政計画の対象事業は下記の通りであります。 

・統合変更事業 

・施設更新事業 

③ 各事業の財源内訳は、表－4.1 に示す通りとしています。 

表－4.1 財源内訳 

④ 物価上昇率、消費税率のアップについては、見込まない方針です。 

⑤ 費用の内、水量の変動の影響を受ける動力費、薬品費については 1ｍ3当たりの単価

（H27 実績）を用いて推計し、それ以外の項目についてはＨ28 予算値を一律に計画

値として用います。 

⑥ 減価償却費については、現有資産の減価償却費に今回の事業により取得する資産の

減価償却費を加算します。 

⑦ 支払利息については、既往債の利息に新規借入分の利息を加算します。 

また、起債の借入条件は下記のとおりとします。 

・借入先 ： 財務省（財政融資資金） 

・利率 ： 直近（平成 29 年 1 月）の利率 0.7％を切り上げた 1.0％を採用 

・借入期間 ： 30 年（据置期間 5年） 

事業名 対象施設

　国庫補助 国からの指示

　起債 国庫補助残

上記以外 　起債

施設更新事業 施設全体 　起債

財源内訳

築城地区管路更新
統合変更事業

19



２) . 年度別事業計画 

今回は、「統合変更事業」と「施設更新事業」の 2 つの事業を実施することとしており、

その概要は下記のとおりであります。 

(1). 統合変更事業 

この事業は、平成 28 年度に簡易水道を上水道に統合し、水道の一元化を図る際に実施す

るもので、その整備内容は下記に示す通りです。 

・第 4浄水場関連施設（築城中部地区） 

・他水系から宇留津配水系への連絡管（上水道区域） 

・第 1・第 2配水池の更新（築城中部地区） 

・配水管路の更新（築城中部地区） 

・拡張区域の配水管路整備 

設定した「統合変更事業」の年次計画は表－4.2 に示す通りです。 

 (2). 施設更新事業 

まず、施設の重要度を考慮して下記に示すように「法定耐用年数」をもとに更新基準を 

設定いたします。 

 ○重要度が大きい施設 → 法定耐用年数を適用して更新。 

 ○重要度が小さい施設 → 法定耐用年数を 10～20年延長して更新 

すなわち、本事業において重要度の高い施設を下記の様に設定した上で、現有施設を① 

構造物、②建物、③機械設備、④電気設備、⑤計装設備、⑥配水以外の管路、⑦配水管路

の 7つに区分してそれぞれ、30 年先までの更新需要（事業費）を算定いたしました。 

 ・重要度の高い構造物  → 石町浄水場、置石配水池、船迫配水池 

 ・重要度の高い配水管路 → φ200 mm 以上の配水主管 

つぎに、区分した施設ごとの計画期間内の全体事業費を平準化したものを、毎年度の更 

新事業費としています。 

設定した「施設更新事業」の年次計画は表－4.3 に示す通りです。 

20



施
設

名
事

業
費

(
千

円
）

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

H3
1

H3
2

H3
3

H3
4

H3
5

H3
6

H3
7

第
4
浄

水
場

連
絡

管
18

,0
17

18
,0

17

第
4
浄

水
場

送
水

ポ
ン

プ
82

,4
07

82
,4

07

電
機

計
装

設
備

52
,3

04
52

,3
04

施
小

計
15
2,

72
8

0
0

0
15

2,
72

8
0

0
0

0

宇
留

津
配

水
池

系
統

49
,5

72
49

,5
72

　
　

へ
の

連
絡

管
75

6
75

6

14
2,

83
9

35
,7

10
35

,7
10

35
,7

10
35

,7
09

工
拡

張
区

域
配

水
管

13
8,

02
4

34
,5

06
34

,5
06

34
,5

06
34

,5
06

39
,0

38
9,

76
0

9,
76

0
9,

76
0

9,
75

8

10
6,

92
0

10
6,

92
0

2,
59

2
2,

59
2

事
小

計
47
9,

74
1

0
13

0,
30

4
79

,9
76

79
,9

76
79

,9
73

10
9,

51
2

0
0

小
計

31
5,

06
4

31
5,

06
4

業
本

工
事

費
94
7,

53
3

31
5,

06
4

0
0

13
0,

30
4

79
,9

76
23

2,
70

4
79

,9
73

10
9,

51
2

0
0

調
査

費
44

,2
73

0
0

0
9,

12
1

5,
59

8
16

,2
90

5,
59

8
7,

66
6

0
0

事
務

費
14

,8
78

4,
72

6
0

0
2,

09
1

1,
28

4
3,

73
5

1,
28

4
1,

75
8

0
0

合
　

計
1,

00
6,

68
4

31
9,

79
0

0
0

14
1,

51
6

86
,8

58
25

2,
72

9
86

,8
55

11
8,

93
6

0
0

財
　

国
庫

補
助

金
33

,7
67

33
,7

67
0

源
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

内
起

債
96
8,

90
0

28
2,

20
0

0
0

14
1,

50
0

86
,8

00
25

2,
70

0
86

,8
00

11
8,

90
0

0
0

訳
そ

の
他

4,
01

7
3,

82
3

0
0

16
58

29
55

36
0

0

合
　

計
1,

00
6,

68
4

31
9,

79
0

0
0

14
1,

51
6

86
,8

58
25

2,
72

9
86

,8
55

11
8,

93
6

0
0

備
　

考
決

算
予

算

　
一

般
会

計

表
－
4
.
2
 
統
合
変
更
事
業

工
 
種

年
　

　
　

　
　

　
　

度

送
水

施
設

配
水

施
設

第
1
・

第
2
配

水
池

築
城

中
部

地
区

管
路

更
新

事
業

送
・

配
水

管
31
5,

06
4

31
5,

06
4

21



施
設
名

事
業

費

(
千

円
）

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

構
造
物

0

建
物

1
3
,
4
2
8

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

1
,
4
9
2

施
機

械
設

備
1
6
3
,
8
2
7

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

1
8
,
2
0
3

電
気

設
備

1
8
9
,
2
1
6

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

2
1
,
0
2
4

工
計

装
設

備
1
4
,
1
8
4

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

1
,
5
7
6

管
路

（
取

水
管

他
）

0

事
配

水
管

路
0

合
計

3
8
0
,
6
5
5

0
0

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

4
2
,
2
9
5

業
4
1
1
,
1
1
1

0
0

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

4
5
,
6
7
9

調
査

費
2
8
,
7
8
2

0
0

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

3
,
1
9
8

事
務

費
6
,
5
9
7

0
0

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

7
3
3

合
　

計
4
4
6
,
4
9
0

0
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

財
　

　
国

庫
補

助
金

0

源
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

内
起

債
4
4
6
,
4
0
0

0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

4
9
,
6
0
0

訳
そ

の
他

9
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

合
　

計
4
4
6
,
4
9
0

0
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

4
9
,
6
1
0

備
　

考
決

算
予

算

　
　

本
工

事
費

（
税

込
み

）

　
　

一
般

会
計

表
－
4
.3
 施
設
更
新
事
業

工
 
種

年
　
　

　
　

　
　

　
　

度

更
新

需
要

22



３).財政収支計画 

１).に示した計算条件、２).で作成した事業計画をもとに計算した結果は、表－4.4 に

示す通りであります。 

まず、収益的収支についてみると、平成 31年度から毎年純損益が赤字となり、計画期間

において収支ギャップが生じています。 

この収支ギャップを解消する案として、２.「 将来の事業環境」の３）において 3 案提

示しましたが、今回は一般会計補助金にて補填する方針といたしました。 

また、資本的収支についてみると、いずれの年度においても不足が生じることから、不

足分に対して消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、建設改良積立

金にて補填を行う計画としています。 

以上により、平成 28 年度から平成 37 年度までを計画期間とし、必要な事業を盛り込ん

だ財政計画を立案しております。 
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５. 経営健全化の取り組み 

１)民間の資金・ノウハウの活用に関する事項

民間活用は、民間の資金やノウハウを活用することにより、サ－ビス水準の維持向上と

経費の削減を図るための手法であります。具体的には、包括的民間委託、指定管理者制度

の活用、PFI、DBO 等の導入でありますが、これらの活用については、本事業でも想定しま

したが、事業規模が小さく、施設が点在している状況を鑑みると、当事業に参画する民間

事業者を確保することは困難であると思われます。また、民間の活用を導入しても最小人

員の職員で維持管理を行っている状況ならびに災害時の対応を考慮しますと、職員の削減

も困難であると思われます。 

今後は、外部研修の活用や他団体との技術交流、災害協定の締結等によって対応できる

部分も考えられますので、先進団体の事例も参考としながら検討を続けていくことが重要

であると考えております。 

２）広域化に関する事項 

広域化は、経営基盤の強化や経営の効率化を図ることを目的として、近隣の団体と連携

する手法であります。すなわち、事業統合、経営の一体化、管理の一体化、施設の共同化

などについて、地域全体での重複投資の回避や管理体制の強化、事業の効率的な運営など

の観点から幅広く検討を行う必要があります。 

具体的な例としましては、現在受水している京築地区水道企業団とその構成団体である 2

市 5町（平成 26 年度において全体で、給水人口 139,533 人、一日最大給水量 76,040ｍ3/日）

で垂直統合を行うケ－スが考えられます。また、北九州市による京築地区水道企業団用水

供給事業及び 2市 5町における各水道事業を対象とした包括委託等が考えられます。 

 なお、広域化の検討に当たっては、当事業体の将来像だけでなく、圏域全体の将来像を

共有することが重要であることから、近隣事業体や用水供給事業者等との人事交流や勉強

会を重ねることなど、できることから連携をしていくことが重要と考えられます。 

３）投資の平準化に関する事項 

 今回は、「アセットマネジメント」の考え方に基づいて、法定耐用年数をもとに更新基準

を設定し、30 年先を見通した更新需要を把握した上で、更新需要（事業費）を算定してお

ります。そして、この事業費を平準化して策定した「施設更新事業計画」も加えた財政計

算を行っています。 
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 今後は、随時フォロ－アップを行い、必要に応じて更新需要の再検討を行って更新計画

を見直していく必要があります。 

４). 資金調達に関する事項 

資金調達についてみると、収益的収支では平成 31 年度から純損益が赤字になっていくこ

とから、一般会計からの補助金で補填する予定としています。また、資本的収支について

は企業債の借入で対応する計画で、資本収支額の不足については、主に損益勘定留保資金

で補填することとしています。 

ここで、簡易水道の場合は事業費の財源として、縁故債の借入に合わせて一般会計から

の繰入を行いますが、本事業の場合は平成 28 年度に簡易水道を上水道に統合していますの

で、一般会計からの繰入の可能性について留意する必要があります。 

すなわち、今後も水道サ－ビスの継続と健全な経営の維持が可能な水準を確保していく

ためにも、必要に応じて資金調達の方法を見直し、住民と議会の理解を得ながら適切な原

価と料金体系を検討し、健全経営を目指していくことが重要な課題といえます。 

５). 情報公開に関する事項 

 水道事業は、住民生活に密着したサ－ビスを提供する主体であり、住民等からの料金収

入をもって経営を行う独立採算性を基本としております。 

 このため、従前から水道利用者に対して広報誌やホ－ムペ－ジ等をもとに情報を提供し

てきましたが、今後も健全経営に向けて情報公開の内容、公開方法について随時見直し、

住民や議会に理解して頂けるように情報を発信してまいります。 
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